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〔参考－１〕 環境影響評価項目選定の基本的考え方 

 

環境影響評価項目としての選定は、対象事業の実施が次の事項に該当するかをもって判断す

ることを基本とする。 

 

１ 大気質 

(1) 対象事業に伴い排出される大気汚染物質、又は対象事業の実施に伴う土地利用・自動車利

用等から排出される大気汚染物質により、大気質への影響が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事において、建設機械の稼働又は工事用車両の走行等により、大気

質への影響が考えられる場合 

 

２ 水質・底質 

(1) 対象事業に伴う排出水を公共用水域へ排出することにより、水質・底質への影響が考えら

れる場合 

(2) 対象事業の実施後の土地利用等により、排出水を公共用水域へ排出する場合 

(3) 埋立等に伴う流況の変化や底質の改変などにより、水質・底質への影響が考えられる場合 

(4) 対象事業に係る建設工事、しゅんせつ等により、水質・底質への影響が考えられる場合 

 

３ 地下水 

(1) 土地の履歴調査の結果、対象事業の計画地に汚染された地下水の存在が考えられる場合 

(2) 対象事業に伴い排出される物質により、地下水への影響が考えられる場合 

 

４ 土 壌 

(1) 土地の履歴調査の結果、対象事業の計画地に汚染された土壌の存在が考えられる場合 

(2) 対象事業に伴い排出される物質により、土壌への影響が考えられる場合 

 

５ 騒 音 

(1) 対象事業の実施及び事業実施後の土地利用等により、騒音の発生が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事において、建設機械の稼働又は工事用車両の走行等により、騒音

の発生が考えられる場合 

 

６ 振 動 

(1) 対象事業の実施及び事業実施後の土地利用等により、振動の発生が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事において、建設機械の稼働又は工事用車両の走行等により、振動

の発生が考えられる場合 

 

７ 低周波音 

(1) 対象事業の実施及び事業実施後の土地利用等により、低周波音の発生が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事において、建設機械の稼働又は工事用車両の走行等により、低周

波音の発生が考えられる場合 

 

８ 地盤沈下 

(1) 対象事業に係る建設工事に伴う地下水の揚水（工事に伴う湧出水の排水を含む。）等によ

り、地下水位が低下し、地盤への影響が考えられる場合 
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(2) 対象事業に係る施設における地下水の揚水等により地下水位が低下し、地盤への影響が考

えられる場合 

 

９ 悪 臭 

(1) 対象事業又は対象事業の実施後の土地利用等に伴い、悪臭・臭気（排出水からの臭気を含

む。）の発生が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事から、悪臭・臭気の発生が考えられる場合 

 

10 日照阻害 

対象事業の事業計画において、中高層建築物、高架道路、高架鉄道、塔などの構造物の建

設計画があり、かつ、事業計画地の周辺の土地利用状況から見て、日照に影響を及ぼすこと

が考えられる場合 

 

11 電波障害 

対象事業の事業計画において、中高層建築物、高架道路、高架鉄道、橋梁、架空線、飛行

場、ヘリポートなどの建設計画があり、かつ、事業計画地の周辺の土地利用状況等から見

て、テレビ電波の受信状況に影響を及ぼすことが考えられる場合 

 

12 廃棄物・残土 

(1) 対象事業の実施又は対象事業の実施後の土地利用に伴い、廃棄物の発生が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る整地工事・建設工事等から、廃棄物・残土の発生が考えられる場合 

 

13 地球環境 

(1) 対象事業の実施又は対象事業の実施後の土地利用に伴い、大量のエネルギー等の利用やオ

ゾン層破壊物質の使用が考えられる場合 

(2) 対象事業に係る建設工事において、建設機械の稼働又は工事用車両の走行等により、大量

のエネルギー等の利用による温室効果ガスの排出が考えられる場合 

 

14 気象（風害を含む） 

対象事業の事業計画に大規模建築物の建築計画等があり、かつ、事業計画地の周辺の土地

利用状況等から見て、局地的な風向風速に変化をもたらすことが考えられる場合 

 

15 地 象 

対象事業の事業計画に切土、盛土、埋立、掘削、建築物の設置、トンネル工事等があり、

地形・地質及び土地の安定性に影響を及ぼすことが考えられる場合 

 

16 水 象 

対象事業の実施が次の行為を伴う場合 

 ・施設から河川等への排出水の排出により、河川流量に変化をもたらす場合 

 ・埋立、構造物の設置及び取水口・排水口の設置等により、海水、河川水の流向・流速等 

  に変化をもたらす場合 

 

17 動 物 

対象事業の実施により、陸域動物、海域動物及びその生息・生育環境に影響を及ぼすこと

が考えられる場合 
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18 植 物 

(1) 対象事業の実施により、陸生植物、水生植物及びその生育環境に影響を及ぼすことが考 

 えられる場合 

(2) 対象事業が緑地のある場所で実施される場合、及び対象事業の実施に伴い緑地が整備され

る場合 

 

19 生態系 

対象事業の実施により、生態系に影響を及ぼすことが考えられる場合 

 

20 景 観 

対象事業の実施により、眺望の変化や景観上の特性への変化が考えられる場合 

 

21 自然とのふれあい活動の場 

(1) 対象事業の実施が、レクリエーション施設等の消滅や改変をもたらす場合 

(2) 対象事業に起因する環境影響が、レクリエーション施設等に影響を及ぼすことが考えられ

る場合 

 

22 文化財 

対象事業の実施に伴う掘削・盛土等の土地の改変及び施設等を建設することにより、有形

の文化財又は埋蔵文化財包蔵地に影響を及ぼすことが考えられる場合 

 

〔参考－２〕 環境影響評価を実施する地域の決定にあたっての留意事項 

 

 環境影響評価を実施する地域の基本的な考え方は次のとおりであり、この内容を参考に地域

を決定すること。 

 

① 高煙突を設置する事業 

対象事業を実施する区域及び年平均値の予測において、最大着地濃度とほぼ同程度の濃度

が出現する区域を原則とする。 

 

② 道路建設、鉄道の建設 

道路、線路の両側の概ね３００ｍの地域が属する区域 

 

③ 飛行場の建設 

 対象事業を実施する区域及び航空機等の通過する地域のうち、影響が考えられる区域 

 

④ ①～③以外の事業 

 対象事業を実施する区域を原則とする。 

 

・ ①～④の考え方で該当する区域以外の地域において、対象事業に伴う自動車の走行等によ

り環境影響が考えられる場合は、その地域が属する区域についても含めることが望ましい。 

・ 対象事業が複数の事業の規模要件に該当する場合は、該当する区域が広くなる方を採用す

ること。 

・ 環境影響評価を実施する地域に隣接市が含まれることが考えられる場合は、事業者は大阪

市と協議すること。
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〔参考－３〕 地域の概況調査項目 
 
 

区 分         項 目         調  査  項  目 

 

 

 

 

 社会経済 

 人 口          昼間人口、夜間人口、産業別就業人口 

 産 業          産業分類別事業所数、用水量、燃料使用量、工業出荷額等 

 交 通          道路の位置・形態及び交通量、鉄道路線と乗車人員、海上交通 

 土地利用  都市計画上の用途地域（図面も含む）、土地利用の現況 

 事業計画地周辺の住宅、学校、病院、高層住宅の分布等 

 水 域          水面の利用状況、水域の利用状況、水道水の取水源の状況等 

 

 

 

 

 

 生 活 環 境                   

 (1) 大気質・水質・騒音等の項目 

  「大阪市環境白書」等をもとに、事業計画地周辺における各 

項目の概況（環境濃度、騒音レベル、環境基準の達成状況、 

苦情の発生状況等）を整理すること。 

 (2) (1)以外の項目 

  ① 日照阻害 建築関係法令・条例等の概要 

② 廃棄物 大阪市域における一般廃棄物、産業廃棄物の排 

出及び処理の状況 

  ③ 景観 事業計画地周辺において良好な景観を構成する要 

素の概要、事業計画地周辺における風致地区の指定 

状況等 

  ④ 地球環境 大阪市域における二酸化炭素排出量等 

 

 

 

 自 然 環 境                   

  次の事項を整理すること。 

 (1) 気象、地象、水象 

    事業計画地周辺におけるこれらの事象の概要 

 (2) 動物、植物、水生生物 

    事業計画地周辺における貴重種の生息・生育状況、自然環境 

保全地域及び鳥獣保護区の指定状況等 

 (3) レクリエーション資源 

   事業計画地周辺のレクリエーション施設の分布状況 

 
 

 社会的文化的環境                   

文化財 

  事業計画地周辺における文化財の分布状況、及び埋蔵文化財 

 包蔵地の状況 

環 境 基 準 等                   
  選定した環境影響評価項目（細項目）について、環境基準、 

各種計画の目標等を記載すること。 
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〔参考－４〕 環境影響要因と環境影響評価項目の関係 
 
 
 

環境影響評価項目 環境影響要因 
選定する理由・ 

選定しない理由 

 

  

  細項目 
施設の存在 施設の利用 建設工事中 

         
          

 大気質 
           

 水質・底質 
           

 地下水 
           

 土 壌 
           

 騒 音 
           

 振 動 
           

 低周波音 
           

 地盤沈下 
           

 悪 臭 
           

 日照阻害 
           

 電波障害 
           

 廃棄物・残土 
           

 地球環境 
           

 気 象 

（風害を含む） 

           

 地 象 
           

 水 象 
           

 動 物 
           

 植 物 
           

 生態系 
           

 景 観 
           

 自然とのふれ 

 あい活動の場 

           

 文化財 
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〔参考－５〕 調査結果の記載例 
 
〇 大気質に係る現地調査結果の記載例 
１ 窒素酸化物の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 調査地点  用 途 
 地 域 

一酸化窒素（ＮＯ） 窒素酸化物（ＮＯx） 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 １時間 
 値の最 
 高値 

 日平均 
 値年間 
 98％値 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 １時間 
 値の最 
 高値 

 日平均 
 値年間 
 98％値 

年平均値の 
NO２ 

NO ＋ NO２ 

 （日）  （時間）  (ppm)  (ppm)  (ppm)  （日）  （時間）  (ppm)  (ppm)  (ppm)   （％） 

             

 
 
２ 二酸化窒素の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 調査地点  用 途 
 地 域 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 １時間 
 値の最 
 高値 

 日平均値が0.06 
 ppm を超えた日 
 数とその割合 

 日平均値が0.04 
 ppm 以上0.06ppm 
 以下の日数とその 
 割合 

 日平均 
 値年間 
 98％値 

 98％値評価による日平 
 均値が0.06ppm を超え 
 た日数 

 （日）  （時間）  (ppm)  (ppm)  （日）  （％）  （時間）  （％）  (ppm)     （日） 

            

 
 
３ 二酸化硫黄の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 調査地点  用 途 
 地 域 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 １時間値が 
 0.1ppmを超 
 えた時間数 
 とその割合 

 日平均値が 
 0.04ppm を 
 超えた日数 
 とその割合 

 １時間値 
 の最高値 

 日平均 
 値の２ 
 ％除外 
 値 

 日平均値が 
 0.04ppm を 
 超えた日が 
 ２日以上連 
 続したこと 
 の有無 

 環境基準の長期的 
 評価による日平均 
 値が0.04ppm を超 
 えた日数 

（日） （時間） (ppm) 時間 (%) （日） (%) (ppm) (ppm) （有×・ 
無〇） 

（日） 

             

 
 
４ 浮遊粒子状物質の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 調査地点  用 途 
 地 域 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 １時間値が 
 0.20㎎／㎥ 
 を超えた時 
 間数とその 
 割合 

 日平均値が 
 0.10㎎／㎥ 
 を超えた日 
 数とその割 
 合 

 １時間値 
 の最高値 

 日平均 
 値の２ 
 ％除外 
 値 

 日平均値が 
 0.10㎎／㎥ 
 を超えた日 
 が２日以上 
 連続したこ 
 との有無 

 環境基準の長期的 
 評価による日平均 
 値が0.10㎎／㎥を 
 超えた日数 

（日） （時間） ㎎／㎥ 時間 (%) （日） (%) ㎎／㎥ ㎎／㎥ （有×・ 
無〇） 

（日） 

             

 
 
５ 一酸化炭素の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 調査地点  用 途 
 地 域 

 有 効 
 測 定 
 日 数 

 
 測定時間 

 年 
 平均値 

 ８時間値が 
 20 ppmを超 
 えた回数と 
 その割合 

 日平均値が 
 10  ppm を 
 超えた日数 
 とその割合 

 １時間値 
 の最高値 

 日平均 
 値の２ 
 ％除外 
 値 

 日平均値が 
 10ppm を超 
 えた日が２ 
 日以上連続 
 したことの 
 有無 

 環境基準の長期的 
 評価による日平均 
 値が10ppm を超え 
 た日数 

（日） （時間） (ppm) 回 (%) （日） (%) (ppm) (ppm) （有×・ 
無〇） 

（日） 
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〇 気象に係る現地調査結果の記載例 
 
１ 地上気象の年間測定結果（風向別平均風速） 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
                                                     単位：ｍ／ｓ 
 

時 間 帯 
平     均     風     速 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 平均 

全 日 
昼 間 
夜 間 

                 

                  

全 日 
昼 間 
夜 間 

                 

 
 
２ 地上気象の年間測定結果（風速階級別出現頻度） 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日      
    調査の実施者（法人名）：                                     単位：％ 
 
風速階級 
（m/s） 

時間 
帯 

出     現     頻     度 
NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 合計 

0.4-1.0 
全日 
昼間 
夜間 

                 

                   

8.1 以上 
全日 
昼間 
夜間 

                 

 
 
３ 地上気象の年間測定結果（大気安定度別・風向別・風速階級別出現頻度） 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
                                                           単位：時間 
 
安 
定 
度 

風速階級 
（m/s） 

出     現     頻     度 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM 合計 

 
 
 
 
 Ａ 

0  -0.3 
0.4-1.0 
1.1-2.0 
2.1-3.0 
3.1-4.0 
4.1-5.0 
5.1-6.0 
6.1-7.0 
7.1-8.0 
8.1以上 

                  

     
 

                   

 
 
 
 
 Ｇ 

0   -0.3 
0.4-1.0 
1.1-2.0 
2.1-3.0 
3.1-4.0 
4.1-5.0 
5.1-6.0 
6.1-7.0 
7.1-8.0 
8.1 以上 

                  

 
 
 
 合 
 
 計 

0  -0.3 
0.4-1.0 
1.1-2.0 
2.1-3.0 
3.1-4.0 
4.1-5.0 
5.1-6.0 
6.1-7.0 
7.1-8.0 
8.1 以上 

                  

 全日 昼間 夜間 
静穏率(%)    
欠測率(%)    
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〇 交通量等に係る現地調査結果の記載例 
 
 ８車種分類の交通量等測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 

時 間 帯 

１ 時 間 交 通 量 （ 台 ／ 時 ） 
平均速度 

（km/h） 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 貨客 普通貨物 特種 合計 

0  －  1時 

1  －  2時 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   
 

          

23 －  0時           

合  計           
 
 
〇 水質汚濁に係る現地調査結果の記載例 
１ 河川水質の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日    調査の実施者（法人名）： 
                                               単位：pH以外は㎎/L 
 

 調査地点  環境 
 基準 
 類型 

水素イオン 

濃度(ｐH） 

生物化学的酸素 

要求量（ＢＯＤ） 
浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素 

（ＤＯ） 

全窒素 

（Ｔ－Ｎ） 

全リン 

（Ｔ－Ｐ） 

最小～ 
最大 

m/n 最小～ 
最大 

平均 m/n 最小～ 
最大 

平均 m/n 最小～ 
最大 

平均 m/n 最小～ 
最大 

平均 最小～ 
最大 

平均 

                 
 
 
２ 海域水質の年間測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
                                               単位：pH以外は㎎/L 
 

 調査地点  環境 
 基準 
 類型 

水素イオン 

濃度（ｐH） 

化学的酸素要求量 

（ＣＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素 

（ＤＯ） 

全窒素 

（Ｔ－Ｎ） 

全リン 

（Ｔ－Ｐ） 

 最小～ 
最大 

 m/n  最小～ 
最大 

 平均  m/n  最小～ 
最大 

 平均  m/n  最小～ 
最大 

 平均  m/n  最小～ 
最大 

 平均  最小～ 
最大 

平均 

 
表層 
底層 
平均 

              

 

 

 
 
３ 海域底質の測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 水素イオン 
濃度 (pH) 

化学的酸素要求量 
（ＣＯＤ） 

硫化物 酸化還元電位 強熱減量 全窒素 
（Ｔ－Ｎ） 

無機性窒素 全リン 
（Ｔ－Ｐ） 

無機性 
リン 

          

 
 
〇 騒音・振動に係る現地調査結果の記載例 
 
１ 環境騒音及び環境振動の測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 
調査地点 

 
 用途地域 

 
 地域の類型 

 
 時間区分 

  等価騒音レベル 
  （Ｌeq）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

  騒音レベル 
  （Ｌ50）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

  騒音レベル 
  （Ｌ5 ）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

  振動レベル 
  （Ｌ10）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

 最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均 

     昼間 
  夜間 
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２ 道路交通騒音及び道路交通振動の測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

 
 調査地点 
  （道路名） 

 
 用途地域 

 
 地域の類型 

 
 時間区分 

  等価騒音レベル 
  （Ｌeq）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

  騒音レベル 
  （Ｌ50）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

  振動レベル 
  （Ｌ10）[ﾃ゙ｼﾍ゙ﾙ] 

 最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均 

     昼間 
  夜間 

      

 
 
〇 悪臭に係る現地調査結果の記載例 
    調査日時： 年 月 日  時    気象条件：風向・風速、気温等 
                           調査の実施者（法人名）： 
 
臭気指数 
及び特定悪臭 
物質名等 

   調査地点    調査地点    調査地点    調査地点 
調査対象の稼働状況等 

 最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均 

臭気指数 

ｱﾝﾓﾆｱ 
ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌ゚ ﾀﾝ 
   
  

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
   

 

 
 
〇 土壌汚染に係る現地調査結果の記載例 
    調査日： 年 月 日 
                           調査の実施者（法人名）： 
 

汚染物質名 
   調査地点    調査地点    調査地点    調査地点    調査地点 

 最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均  最小～最大  平均 

カドミウム 
 全シアン 
   

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
  

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
   

 
 
    

 
 
   

 
 
〇 電波障害に係る現地調査結果の記載例 
    調査期間： 年 月 日            調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 
受信レベル（dB（μＶ）） 総合画像評価 

  ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch   ch 

                 

 
 
〇 水象に係る現地調査結果の記載例 
 
１ 河川水象の測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 気温・天候 水 温 流 量 透視度 臭 気 色 相 河川の状況・河川断面の形状 

        

 
 
２ 海域水象の測定結果 
    調査期間： 年 月 日～ 年 月 日     調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点（水深） 流 向 流 速 水 温 塩 分 透視度 臭 気 色 相 潮の状況 

         

 
 
〇 陸域動物、陸生植物に係る現地調査結果の記載例 
    調査期間： 年 月 日            調査の実施者（法人名）： 
 

門・綱・目 科 名 種名（学名）     密度又は現存量 
 （事業計画地） （周辺地域） 

     

合計      科             種   
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〇 海域動物等に係る現地調査結果の記載例 
 
１ 動物プランクトン、魚卵・稚仔の調査結果 
                           調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 
調査層 出現状況 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 

  種類数      

 細胞数 
 （個体数） 

 平 均 
 範 囲 

     

 主な出現種 
   組成比 

     

 生産量      

 
 
２ 小型の底生生物の調査結果 
                           調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 出現状況 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 

  種類数       

 個体数  平 均 
 範 囲 

     

 湿重量  平 均 
 範 囲 

     

 個体数 
 出現比率 

軟体動物門 
環形動物門 
節足動物門 
その他 

     

 主な出現種 
   組成比 

     

 
 
３ 大型の底生生物、遊泳生物（魚卵・稚仔を除く）の調査結果 
                           調査の実施者（法人名）： 
 

調査地点 出現状況 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 調査年月日 

  種類数       

 個体数  平 均 
 範 囲 

     

 湿重量  平 均 
 範 囲 

     

 個体数 
 出現比率 

軟体動物門 
環形動物門 
節足動物門 
その他 

     

 湿重量 
 組成比率 

軟体動物門 
環形動物門 
節足動物門 
その他 

     

 主な出現種 
個体数組成比 
湿重量組成比 
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〔参考－６〕短期調査結果（大気質）の記載例 

○  一般環境 

大気汚染物質 

調査期間： 年 月 日～ 年 月 日  

調査の実施者（法人名）： 

調査項目： 

月 日 

調査地点 

測定日 
期間平均値 期間最高値 

月 日 ･･･ 

 

日平均値 ･･･    

日最高値 ･･･    

環境基準値 

との比較 
･･･    

 

○ 沿道環境 

（1）大気汚染物質 

調査期間： 年 月 日～ 年 月 日  

調査の実施者（法人名）： 

調査項目： 

月 日 

調査地点 

測定日 
期間平均値 期間最高値 

月 日 ･･･ 

 

日平均値  ･･･   

１時間値の

最高値 
 ･･･   

環境基準値 

との比較 
 ･･･   

 

（2）交通量等 

 ８車種分類の交通量等測定結果 

  調査期間： 年 月 日～ 年 月 日      

調査の実施者（法人名）： 

 

 

時 間 帯 

１  時  間  交  通  量  （ 台 ／ 時 ） 平均速度 

（㎞/h） 軽乗用 乗用 バス 軽貨物 小型貨物 貨客 普通貨物 特種 合計 

0  －  1時 

1  －  2時 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

   

 

 

   
           

23 － 0時           

合  計           
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○ 地上気象 
（1）風向別平均風速 

調査期間： 年 月 日～ 年 月 日 
調査の実施者（法人名）： 

単位：ｍ／ｓ 

 
時 間 帯 

平     均     風     速 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 平均 

全 日 
昼 間 
夜 間 

                 

                  

全 日 
昼 間 
夜 間 

                 

 
（2）風速階級別出現頻度 

調査期間： 年 月 日～ 年 月 日  
調査の実施者（法人名）： 

                                           単位：％ 
 

風速階級 
（m/s） 

 
時間 
帯 

出     現     頻     度 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N 合計 

0.4-1.0 
全日 
昼間 
夜間 

                 

                   

8.1 以上 
全日 
昼間 
夜間 

                 

 
（3）大気安定度別・風向別・風速階級別出現頻度 

調査期間： 年 月 日～ 年 月 日 
調査の実施者（法人名）： 

                                           単位：時間 
安 
定 
度 

 
風速階級 
（m/s） 

出    現    頻    度 

NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW N CALM 合計 

Ａ 

0  ‐0.3 
0.4‐1.0 
1.1‐2.0 
2.1‐3.0 
3.1‐4.0 
4.1‐5.0 
5.1‐6.0 
6.1‐7.0 
7.1‐8.0 
8.1以上 

                  

     
 

                   

Ｇ 

0  ‐0.3 
0.4‐1.0 
1.1‐2.0 
2.1‐3.0 
3.1‐4.0 
4.1‐5.0 
5.1‐6.0 
6.1‐7.0 
7.1‐8.0 
8.1 以上 

                  

合 
 
計 

0  ‐0.3 
0.4‐1.0 
1.1‐2.0 
2.1‐3.0 
3.1‐4.0 
4.1‐5.0 
5.1‐6.0 
6.1‐7.0 
7.1‐8.0 
8.1 以上 

                  

 全日 昼間 夜間 
静穏率(%)    
欠測率(%)    
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〔参考－７〕大規模建築物に係る環境影響評価方法書の作成要領 
  

この作成要領は、大阪市環境影響評価条例施行規則別表第１第８項に規定する大規模建築物の新築

の事業にのみ該当する事業を実施する場合に適用するものである。 

 

 

 

方法書は、事業計画、事業計画地の周囲の概況及び環境影響要因をもとにして設定した環境影響評

価項目並びに調査、予測及び評価の手法を記載したものであり、項目及び手法の確定に先立ち縦覧に

供し、住民及び市長の環境の保全及び創造の見地からの意見を聴くことにより、準備書の作成等に必

要な情報を可能な限り集約できるようにするためのものである。 

方法書は、次の事項について記載することを基本とする。 

 

１  事業者の氏名及び住所 

（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地） 

２  対象事業の名称、目的及び内容 

(1) 対象事業の名称 

(2) 事業の種類：建築基準法第２条第１号に規定する建築物の新築の事業 

(3) 事業の目的 

 (4) 事業の内容及び規模 

 事業の概要、事業の規模を記載すること。（規模が未定の場合は、想定される規模のうち最大と

なる場合を記載すること。） 

(5) 事業計画 

 ① 事業実施の背景 

 ② 対象事業の計画の策定の経緯 

③ 土地利用計画、施設計画、交通計画、工事計画、関連事業の状況 

④ 事業開始予定時期（工事時期、施設等の利用開始時期等） 

３  対象事業の実施を予定している区域及びその周囲の概況 

(1) 事業の実施予定場所（実施場所を地図上でも示すこと。） 

(2) 事業の実施予定場所の周囲（実施予定場所が属する行政区及び事業が環境影響を及ぼすことが

考えられる行政区）の概況（「表１ 地域の概況調査項目」を参照すること。） 

４ 事業計画に反映した環境配慮の内容 

事業計画の策定の過程における環境配慮に係る検討の経緯及びその内容を表２－１の配慮項目及

び事項（以下、「基本的な環境配慮事項」という。）を参照し整理すること。 

表２－１(基本的な環境配慮事項)について、選定しなかった場合は、その理由を明らかにするこ

と。 

また、表２－１(基本的な環境配慮事項)に加えて、表２－２の事項も含め、事業者は自主的に環境

配慮項目及び事項を設定することもできる。 

なお、設定した環境配慮事項について、事業の規模、施設計画、工事計画等を具体化する段階で、

必要に応じて複数案を比較するなどして具体的な環境配慮の内容を検討し、その結果を計画に反映

すること。 

≪施行規則別表第１第８項に規定する大規模建築物≫ 
建築基準法施行令第２条第１項第４号に掲げる延べ面積が100,000㎡以上で、 
かつ、同項第６号に掲げる建築物の高さが150ｍ以上であるものに限る。 
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５  対象事業に係る標準的な環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

(1) 環境影響評価項目及び環境影響要因 

施設の存在・利用、建設工事中のそれぞれにおいて、表３－１及び３－２を参考に整理すること。 

表３－１は標準的な環境影響評価項目及び環境影響要因を示したものであり、この標準的な項

目等は、原則として予測・評価項目として選定するものであるが、環境影響要因がない場合や事

業の実施場所・対象地域又は計画地周辺の土地利用状況及び環境状況によっては、選定しなくて

もよい。 

また、表３－２は、標準的な環境影響評価項目及び環境影響要因以外のものを示しており、事

業計画、計画予定地及びその周辺の地域特性並びに環境特性等と表中の「判断根拠」に照らし、

必要な場合は選定することとする。 

 表３－１のうち追加で選定した項目や、選定しなかった項目については、その選定した又は選

定しなかった理由についても記載し、選定しなかった項目は、併せてその根拠も記載すること。 

 (2) 環境影響評価の実施を予定している区域 

環境影響評価項目（細目）ごとに、環境影響評価の実施を予定している地域を設定し記載する

こと。なお、事業を実施する行政区を原則とするが、対象事業に伴う自動車の走行等により影響

が考えられる場合は、その地域が属する区域についても含めることが望ましい。 

(3) 調査、予測及び評価の手法 

 （ ｢環境影響評価技術指針 第２章 各環境影響評価項目の調査・予測・評価｣）を参考に、環境

影響評価項目及び細項目について、調査、予測及び評価の手法を設定し記載すること。 

① 調査について 

「表４ 調査方法」を参考に整理すること。 

調査については、調査項目、調査地域、調査時期・頻度の他、既存資料調査の場合は資料名

を、現地調査の場合は調査方法を記載し、併せて調査手法の選定理由も記載すること。 

なお、調査地域については、できる限り調査地点・範囲を示す図面を添付すること｡ 

  ② 予測について 

「表５ 予測方法」を参考に整理すること。 

予測については、予測項目、予測事項、予測方法、予測範囲、予測時期を記載し、併せて予

測手法の選定理由も記載すること。 

  ③ 評価について 

   「環境影響評価技術指針 第２章」を参照し、評価の考え方を整理すること。   

６ 対象事業の実施にあたっての環境の保全及び創造の考え方 

 事業にあたっての環境配慮の考え方については、次の項目ごとに可能な限り記載すること。 

(1) 工事計画 

・工事中における環境配慮（低公害型の建設機械の利用等）の考え方 

・工事用車両の走行ルートの選定、工事工程の調整等における環境配慮の考え方 

(2) 交通計画 

・事業に伴い発生する自動車交通の発生抑制の考え方、低公害車等の導入の考え方等 

(3) 緑化計画 

・緑地の配置の考え方等 

(4) 廃棄物に関する計画 

・施設の利用に伴う廃棄物、建設工事に伴う廃棄物等について、発生抑制、再生利用等の考え方 

(5) 環境保全計画 

大気質、騒音、ヒートアイランド、地球環境等について、事業の実施にあたっての環境保全の

考え方（できる限り具体的に記載すること。） 

(6) 大阪市環境基本計画の推進 

大阪市環境基本計画の推進のため、事業の実施にあたっての配慮の考え方 

７  特定届出の種類 

環境影響評価条例第15条第２項に規定する免許等又は特定届出が必要な場合は、その種類及び根

拠となる法令を記載すること。 
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表１   地 域 の 概 況 調 査 項 目 

 

区分 項目 調 査 項 目 

社会経済 

人  口 昼間人口、夜間人口、産業別就業人口 

産  業 産業分類別事業所数、用水量、燃料使用量、工業出荷額等 

交  通 道路の位置・形態及び交通量、鉄道路線と乗車人員、海上交通 

土地利用 
都市計画上の用途地域（図面も含む）、土地利用の現況 

事業計画地周辺の住宅、学校、病院、高層住宅の分布等 

水  域 水面の利用状況、水域の利用状況、水道水の取水源の状況等 

生 活 環 境 

(1)  大気質・水質・騒音等の項目 

「大阪市環境白書」等をもとに、事業計画地周辺における各項目の概況（環

境濃度、騒音レベル、環境基準の達成状況、苦情の発生状況等）を整理する

こと。 

(2)  (1)以外の項目 

① 日照阻害  

建築関係法令・条例等の概要 

② 廃棄物 

大阪市域における一般廃棄物、産業廃棄物の排出及び処理の状況 

③ 景観 

事業計画地周辺において良好な景観を構成する要素の概要、事業計画

地周辺における風致地区の指定状況等 

④ 地球環境 

大阪市域における二酸化炭素排出量等 

自 然 環 境 

次の事項を整理すること。 

(1)  気象、地象、水象 

事業計画地周辺におけるこれらの事象の概要 

(2)  動物、植物、水生生物 

事業計画地周辺における貴重種の生息・生育状況、自然環境保全地域及

び鳥獣保護区の指定状況等 

(3)  レクリエーション資源 

事業計画地周辺のレクリエーション施設の分布状況 

社会的文化的環境 

文化財 

事業計画地周辺における指定・登録文化財の分布状況及び埋蔵文化財包

蔵地の状況 

環 境 基 準 等 
選定した環境影響評価項目（細項目）について、環境基準、各種計画の目標

等を記載すること。 
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表２－１ 事業計画に反映した環境配慮の内容（基本的な環境配慮事項） 

１ 周辺との調和 

１－１ 周辺土地利用との調和 

 脱炭素社会の実現に向けたまちづくりなど、地域の環境計画の方針・目標等との整合を図る

こと。 

 

事業の規模・形状及び施設の配置・構造等の検討にあたっては、周辺地域の環境や土地利用と

の調和を図り、良好な環境の創出に努めるとともに、環境への影響を回避又は低減するよう努

めること。 

１－２ 改変区域の位置・規模・形状の適正化 

 土地の改変や樹林の伐採等を行う場合には、その改変区域の位置・規模・形状の選定にあたっ

て環境への影響の回避又は低減に努めること。 

 事業計画地内での土工量バランスに配慮するよう努めること。 

 

２ 循環 

２－１ 資源循環 

 食品ロスや使い捨てプラスチックの削減など、廃棄物の発生抑制・資源のリユースの徹底を図

るとともに、再生不可能な資源から再生可能資源への置き換え及びリサイクルに努めること。 

生産・流通過程においてエネルギー消費や環境負荷ができるだけ少なくなるよう配慮された資

材を使用することや、再生利用等が容易にできるよう適切な資材や工法を選定するなど、工事

の実施や将来の解体に至るまでのライフサイクル全体での資源循環の取組に努めること。ま

た、残土の発生抑制及び有効利用に努めること。 

２－２ 水循環 

 雨水の有効利用、水の回収・再利用を図るなど、水の効率的利用に努めること。 

雨水の地下浸透システムの導入、保水機能に配慮した土地利用を図るなど、雨水の貯留浸透・地

下水涵養能力の保全・回復に努めること。 

 

３ 生活環境 

３－１ 大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭 
 自動車交通による環境影響を低減するため、供用時における道路、鉄道等の交通網を考慮して、

適切な交通アクセスを確保するよう努めること。 
公共交通機関の利用促進、物流の効率化などにより、施設供用時に発生する自動車交通量の抑制
に努めること。 
地域のニーズに応じた自転車駐輪対策や自転車通行環境の整備等、自転車の活用推進に努める
こと。 
施設で使用管理する車両については、電気自動車(ＥＶ)、燃料電池自動車(ＦＣＶ)など次世代
自動車の導入に努めるとともに、ＥＶ用充電施設の設置など、地域のニーズに応じたモビリテ
ィの活用推進に努めること。 
施設の規模、配置及び構造の検討にあたっては、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭、有害
化学物質等による環境影響の回避又は低減に努めること。 
工事計画の策定にあたっては、周辺環境への影響の少ない工法の採用、低公害型機械の使用、散
水の実施等により、大気汚染、騒音、振動、粉じん、濁水等による環境影響の回避又は低減に努
めること。 

３－２ 地盤沈下 
 地下水位の低下や地盤の変形が生じないよう配慮するなど、地盤沈下の防止に努めること。 
３－３ 土壌 
 土壌汚染の発生及び拡散防止に努めること。 
３－４ 日照阻害、電波障害 
 建物・構造物の配置・形状の検討にあたっては、日照阻害、電波障害に関する周辺環境への影響

の回避又は低減に努めること。 
３－５ 都市景観 
 建物・構造物の配置･デザイン･色彩等については、周辺景観との調和や地域性に配慮した工夫

を施すとともに、必要に応じて植栽等で修景することにより、眺望景観・夜間景観を含めた地
域の特性に応じた良好な都市景観の形成に努めること。 
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３－６ ヒートアイランド 
 人工排熱の低減、放熱の抑制、緑化の推進、水の活用や、クールスポットの創出など施設供用

時における効果的な暑熱対策に努めること。 
一体的なオープンスペースを確保するなど海風の誘導に配慮すること。また、市街地での適度な
通風の確保のために、細やかな風通しへの配慮に努めること。 

３－７ 風害 
 事業計画地周辺の風環境特性を把握し、風害の発生を抑制する建物配置等に努めること。 
３－８ 交通安全 
 事業から発生する自動車交通に起因する交通渋滞の防止を図るとともに、高齢者や障がいのあ

る人を含めた歩行者の安全を確保し、利便性・快適性の向上に努めること。 

 

４ 自然環境 

４－１ 地象、水象 

 土地の改変にあたっては、事業計画地及びその周辺における地形、地質、土質、河川の水量・水

位、海域の潮流・波浪への影響の回避又は低減に努めること。 

地下構造物の建設や地下水採取にあたっては、地下水脈への影響の回避又は低減に努めること。 

４－２ 動物、植物、生態系 

 

土地利用や施設の検討にあたっては、生物多様性の保全に配慮し、事業計画地及びその周辺地

域における生態系ネットワークの維持・形成に寄与する自然環境を保全・創出するとともに、

普及啓発活動にも努めること。 

４－３ 自然景観 

 人工物の位置、規模、形状等については、周辺景観との調和に配慮し、良好な自然景観の保全に

努めること。 

４－４ 自然とのふれあい活動の場 

 緑地空間、親水空間等を保全するなど、自然とのふれあい活動への影響の回避又は低減に努め

ること。また、事業計画地内においては、人々が自然とふれあうことのできる緑地空間、親水

空間等の創出に努め、自然を体験・学習できる場としての活用に努めること。 

 

５ 歴史的・文化的環境 

５－１ 歴史的・文化的景観 

 建物・構造物の配置・デザイン・色彩等については、周辺の伝統的景観との調和に配慮し、必要

に応じて植栽等で修景することにより、歴史的・文化的景観の保全に努めること。 

５－２ 文化財 

 土地の改変や建物・構造物の設置にあたっては、文化財の保全に努めること。 

 

６ 地球環境 

６－１ 温室効果ガス、オゾン層破壊物質 

 省エネルギー型機器、余熱利用、地域冷暖房の採用などエネルギーの効率的な利用に努めるこ

と。また、地中熱・下水熱の利用、太陽光発電の設置など再生可能エネルギーの導入に努める

こと。さらに、水素などの新たなエネルギーの活用や再生可能エネルギー電気の調達など温室

効果ガスの排出削減に努めること。その他オゾン層破壊物質の排出抑制に努めること。 

自然光・自然通風の活用や断熱性・日射遮蔽性の高い部材の採用等による熱負荷の抑制などエ

ネルギー需要の低減に努めること。また、新築される建築物については、ＺＥＢ（ネット・ゼ

ロ・エネルギー・ビル）化などエネルギー消費性能の向上に努めること。 

建築物への国産木材の利用を図ること。 

最新のデジタル技術を用いたエネルギー管理システムの構築や行動科学の知見の活用等によ

り、地域やビルで消費されるエネルギーの合理的・効率的な利用に努めること。 

工事段階においては、低燃費型の車両・建設機械の導入や輸送の効率化等、効率的なエネルギ

ーの使用などにより温室効果ガスの排出削減に努めること。 

資源・エネルギーの効率的利用や廃棄物の削減、原材料調達から生産・流通・消費までの全体

の脱炭素化に係る取組の検討に努めること。 
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６－２ 気候変動適応策 

 コージェネレーションシステムや再生可能エネルギー、蓄電池など、災害に強い自立・分散型

エネルギーシステムの導入に努めること。 

 関係機関と連携して避難場所等の提供や地下空間における浸水対策等風水害対策に取り組むこ

と。また、暑さ対策を実施すること等により熱中症対策に取り組むこと。 

 

７ 次世代への貢献 

７－１ 環境イノベーション 

 新たなエネルギー・脱炭素技術など最先端の環境技術・システムの導入に努めるとともに、社会

実装の促進を含む環境イノベーションの創出の取組との連携に努めること。 

 

 

表２－２ 事業計画に反映した環境配慮の内容（基本的な環境配慮事項以外） 

表２－１（基本的な環境配慮事項）に加えて、次の事項も含め、事業者として自主的に、環境

配慮項目及び事項を設定することもできる。 

 
１ 周辺との調和 

１－１ 周辺土地利用との調和 

 
事業計画地の下流域及び周辺地域において、地下水利用等がある場合は、これらの利水への影響
の回避又は低減に努めること。 

 
４ 自然環境 

４－２ 動物、植物、生態系 

 土地利用や施設配置の検討にあたっては、動物、植物の生息・生育環境への影響の回避又は低減
に努めること。また、動植物の重要な生息・生育地をやむを得ず改変する場合には、改変地の修
復、移植・代替生息地の確保など適切な措置を講じるよう努めること。 

良好な緑地、水辺、藻場、干潟の保全に努めること。 

緑地等の保全にあたっては、事業計画地周辺の良好な環境との連続性に配慮するとともに、ま
とまりのある面積の確保に努めること。また、緑地帯における植栽樹種の選定にあたっては、
自然植生への配慮に努めること。 

工事による粉じん、騒音、振動、濁水等が動植物の生息・生育環境に及ぼす影響の低減に配慮し
た工事計画の策定に努めること。 
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表３－１ 環境影響評価項目と環境影響要因（標準的なもの） 

環境影響評価項目 環 境 影 響 要 因  

 細項目 

施
設
の
存
在 

施
設
の
利
用 

建
設
工
事 

 

高
層
建
築
物
の
存
在 

施
設
関
連
車
両
の
走
行 

施
設
の
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
関
連
車
両
の
走
行 

土
地
の
改
変 

選定する理由 

 大気質 

二酸化窒素  ○ ○ ○ ○  
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両･施設関連車両の走行、並びに
熱源施設からの排気による影響が考えられるため。 浮遊粒子状

物質 
 ○ ○ ○ ○  

地下水      ○ 
土地の履歴調査の結果、汚染された地下水の存在が考えられる場合は選定する。 
上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 土壌       ○ 
土地の履歴調査の結果、汚染された土壌の存在が考えられる場合は選定する。 
上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 騒音 
Ｌeq等  ○ ○  ○  工事中の建設機械の稼働、施設の供用及び工事用車両･施設関連車両の

走行による影響が考えられるため。 Ｌ5等    ○   

 振動 Ｌ10  ○  ○ ○  
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両･施設関連車両の走行による影
響が考えられるため。 

低周波音 
G特性音圧 

レベル等 
  ○    施設の供用に伴う影響が考えられるため。 

 日照阻害  ○      高層建築物の存在による影響が考えられるため。 

 電波障害  ○      高層建築物の存在による影響が考えられるため。 

廃棄物 

・残土 

廃棄物   ○   ○ 工事に伴う廃棄物･残土等及び施設の供用に伴う廃棄物の発生が考えられ
るため。 残土      ○ 

 地球環境    ○ ○ ○  
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行、並びに施設の供用によ
り温室効果ガスが排出されるため。 

 気象（風害を含む） ○      高層建築物の存在によるビル風の影響が考えられるため。 

 景観  ○      高層建築物の存在により、眺望や景観上の特性が変化すると考えられるため。 
 
表３－２ 環境影響評価項目と環境影響要因（標準的なもの以外） 

  判断根拠 

大気質         
建設工事及び施設の利用により表3-1の細項目以外の大気汚染物質の影響が
考えられる場合は選定する。 

 水質・底質            
冷暖房に河川水等を利用し、温排水等の排出がある場合は選定する。 
上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 地盤沈下             
地下掘削に伴い、被圧帯水層の地下水を揚水する場合は選定する。 
上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 悪臭              建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 地象              建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 水象            
冷暖房に河川水等を利用し、温排水等の排出がある場合は選定する。 
上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 動物             建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 植物             建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 生態系             建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

自然とのふれあい 

活動の場 
            建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 文化財            埋蔵文化財包蔵地に近接するなど、影響が考えられる場合は選定する。 
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表４  調査方法（既存資料調査） 
 

調査項目 調査方法 

大気質 

 

○窒素酸化物、浮遊粒子状物質 

○風向・風速、日射量、雲量等 

○｢大阪市環境白書｣ 

○大阪管区気象台及び大気汚染常時監視測定局

のデータ収集等 

水質・底質 河川流量等 ○｢大阪市環境白書｣ 

○大阪市内公共用水域水質測定結果 

○大阪府域河川等水質調査結果報告書等 

地下水 地下水汚染 ｢大阪市環境白書｣等 

土壌 土壌汚染とその可能性の有無 ○｢大阪市環境白書｣ 

○事業計画地及びその周辺の土地利用履歴等 

騒音 測定結果、苦情件数、環境基準適合

状況等 

｢大阪市環境白書｣等 

振動 苦情件数等 ｢大阪市環境白書｣等 

低周波音 苦情件数等 ｢大阪府環境白書｣等 

地盤沈下 地盤沈下量 ○｢大阪市環境白書｣ 

○大阪市内地盤沈下･地下水位観測結果報告書 

○水準測量成果表等 

悪臭 － － 

日照阻害 事業計画地周辺の土地利用、建物及

び地形の状況等 

土地利用図、地形図等 

電波障害 建物の分布状況等 土地利用図、地形図等 

廃棄物・残土 廃棄物等の種類、量、再生利用等の

状況 

｢大阪市環境白書｣等 

地球環境 温室効果ガス及びオゾン層破壊物質

の排出量等 

｢大阪市環境白書｣等 

気象（風害 を含

む） 

風向・風速等 大阪管区気象台等のデータ収集 

地象 － － 

水象 － － 

動物 － － 

植物 － － 

生態系 － － 

景観 事業計画地の代表的な眺望地点にお

ける景観の現況 

写真撮影、現地踏査 

自然とのふれあい

活動の場 
－ － 

文化財 事業計画地周辺の指定・登録文化財

及び埋蔵文化財包蔵地 

｢大阪市の文化財｣等関係資料による把握 

＊  なお、調査項目で「－」となっている項目について選定する場合は、「環境影響評価技術指針 第２

章」を参照すること。
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表５  予 測 方 法 
予測項目[予測事項] 予測方法 対象範囲等 予測対象時期 

大気質 
 
 

・大気汚染物質排出量

（ NO2 、 SPM）【年平均値

等】 

・寄与濃度（NO2、SPM） 

【年平均値等】 

大気拡散シミュレーショ

ン（プルーム式、パフ式、

JEA式） 

 

事業の実施により大気中の

汚染物質の濃度変化が予想

される地域 

建設工事最盛期 

施設利用最大時 

水質・底質 水温等[水温変化域] 熱拡散方程式等 事業計画地周辺 施設利用最大時 

地下水 現地調査で汚染が確認さ

れた項目 [対策後の状況

等] 

土壌汚染対策の効果から

の推計等 

事業計画地 建設工事中 

土壌 

騒音 ・道路交通騒音[Leq等] 

・建設作業騒音[L５等] 

・施設の稼働による騒

音[L５、Leq等] 

伝搬理論式、日本音響学

会式等 

・事業関連交通の主要な走

行経路の沿道で住居等が

近接する地点 

・事業計画地敷地境界 

・周辺の住居等で事業の影

響が考えられる地点 

建設工事最盛期 

施設利用最大時 

振動 ・道路交通振動[L10] 

・建設作業振動[L10] 

距離減衰式、建設省土木

研究所提案式等 

・事業関連交通の主要な走

行経路の沿道で住居等が

近接する地点 

・事業計画地敷地境界 

建設工事最盛期 

施設利用最大時 

低周波音 施設の稼働による低周

波音[G特性音圧レベル

等] 

伝搬理論式 ・事業計画地敷地境界 

・周辺の住居等で事業の影

響が考えられる地点 

施設利用最大時 

地盤沈下 地盤沈下量 圧密沈下理論式 事業計画地周辺 建設工事中 

悪臭 － － － － 

日照阻害 日影範囲、日影時間 幾何光学的理論に基づく

数値計算 

事業実施により日影が生じ

ることが予想される範囲 

施設存在時 

電波障害 テレビ電波の受信障害の状況[し

ゃへい障害及び反射障

害等が及ぶ範囲等] 

しゃへい･反射障害の理

論式 

事業実施により電波障害の

発生が予想される範囲 

施設存在時 

廃棄物・残土 廃棄物の種類・量、残

土の発生量 

原単位法、類似例等によ

る予測 

事業計画地内からの発生 施設利用最大時 

地球環境 温室効果ガス及びオゾ

ン層破壊物質の排出量 

原単位法、類似例等によ

る予測 

事業計画地内からの発生 建設工事中 

施設利用最大時 

気象 
（風害を含む） 

風向・風速、強風の出

現頻度 

風洞実験、あるいはその

他の適切な方法 

事業計画地周辺 施設存在時 

地象 － － － － 

水象 流況等 数理モデル手法等 事業計画地周辺 施設利用最大時 

動物 － － － － 

植物 － － － － 

生態系 － － － － 

景観 代表的な眺望地点にお

ける景観の変化 

合成写真等による予測 事業計画地周辺 施設存在時 

自然とのふれあい
活動の場 

－ － － － 

文化財 指定・登録文化財及び

埋蔵文化財に及ぼす影

響 

事業計画の内容及び土地の

改変の状況等から推計する。

（埋蔵文化財への影響が考え

られる場合は必要に応じて試

掘を行う。） 

事業計画地及びその周辺 建設工事中 

＊ なお、調査項目で「－」となっている項目について選定する場合は、「環境影響評価技術指針 第２章」を参照する

こと。 
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事業者の氏名及び住所 ＊法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

対 象 事 業 の 名 称  

事 業 の 種 類 建築基準法第２条第１号に規定する建築物の新築の事業 

事 業 の 目 的  

事業の内容及び規模 
＊ 事業の概要、事業の規模を記載すること。 

(規模が未定の場合は、想定される規模のうち最大となる場合を記載すること。） 

事 

業 

計 

画 

事業実施の背景  

対象事業の計画 
の 策 定 の 経 緯 

 

土 地 利 用 計 画  

施 設 計 画  

交 通 計 画  

工 事 計 画  

関連事業の状況 
＊ 対象事業と目的や実施時期が同じで事業全体を円滑に実施するために対象事業と
調整がなされ、一体不可分のものとして計画される事業を行う場合は、その内容につ
いて記載すること。 

事業開始予定時期 ＊ 工事時期、施設等の利用開始時期等を記載すること。 

事業の実施予定場所 ＊ 実施場所を地図上でも示すこと。 

事業の実施予定場所 
の 周 囲 の 概 況 

＊ 実施予定場所が属する行政区及び事業が環境影響を及ぼすことが考えられる行政
区の概況を記載すること。 

事業計画に反映した 
環 境 配 慮 の 内 容 

＊ 検討した環境配慮事項が、表２－１のみの場合であって、環境配慮の内容が事業計
画を勘案し妥当な場合は別添１を参考とすることができる。ただし、表２－１の事項を
選定しなかった場合は、その理由を記載すること。 
また、表２－１（基本的な環境配慮事項）以外に、表２－２の事項も含め、事業者とし

て自主的に、環境配慮項目及び事項を設定した場合は、別添１を参考に、その事項
及び配慮内容についても併せて記載すること。 

環境影響評価項目 
及び環境影響要因 

＊ 環境影響評価項目及び環境影響要因が表３－１のみの場合であって、その選定理由
が事業計画を勘案し妥当な場合は別添２を参考とすることができる。 

＊ 表３－２の判断根拠に照らし必要な場合は、その項目及び要因の選定を行い、併せ
て選定の理由を記載すること。 

＊ 標準的な環境影響評価項目及び環境影響要因を追加する場合はその理由を記載
し、削除する場合はその理由及び根拠を記載すること。 

環境影響評価の実施 
を予定している区域 

＊ 実施予定場所が属する行政区及び事業が環境影響を及ぼすことが考えられる行政
区を記載すること。 

調
査
・
予
測
・
評
価 

の
手
法 

 
調   査 

＊「表４ 調査方法」を参考に整理すること。 
 調査については、調査項目、調査地域、調査時期・頻度の他、既存資料調査の場合は資料
名を、現地調査の場合は調査方法を記載し、併せて調査手法の選定理由も記載すること。な
お、調査地域については可能な限り調査地点・範囲を示す図面を添付すること｡ 

予   測 
＊「表５ 予測方法」を参考に整理すること。 

予測については、予測項目、予測事項、予測方法、予測範囲、予測時期を記載
し、併せて予測手法の選定理由も記載すること。 

評   価 ＊「環境影響評価技術指針 第２章」を参考に評価方法を整理すること。 

対
象
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の 

環
境
保
全
及
び
創
造
の
考
え
方 

＊次の項目以外にも事業にあたっての環境保全及び創造の考え方があれば、その内容についても記載すること。 

工 事 計 画 
＊ 工事中における環境配慮（低公害型の建設機械の利用等）の考え方 
＊ 工事用車両の走行ルートの選定、工事工程の調整等における環境配慮の考え方 
等を記載すること。 

交 通 計 画 
＊ 事業に伴い発生する自動車交通の発生抑制の考え方、委託も含め搬出入車両の低公害
車等の導入の考え方及び、委託先への普及啓発等の考え方等を記載すること。 

緑 化 計 画 
＊ 事業計画に係る緑地に対する考え方（事業計画地における緑地の規模、緑地場所
等を含む）等を記載すること。 

廃 棄 物 に 
関する計画 

＊ 施設の利用及び建設工事に伴う廃棄物の発生抑制、再生利用等についての考え
方等を記載すること。 

環境保全計画 
＊ 大気質、騒音、ヒートアイランド、地球環境等について、事業の実施にあたっての環
境保全の考え方等を記載すること。 

大阪市環境基 
本計画の推進 

＊ 大阪市環境基本計画の推進のため、事業の実施にあたっての配慮の考え方等を記
載すること。 

特 定 届 出 の 種 類 
＊ 条例第15条第２項に規定する免許等又は特定届出が必要な場合は、その種類及び
根拠となる法令を記載すること。 

方法書の記載事項及び記載の際の留意事項 
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≪参考≫ 
 
 

 
事業計画に反映した環境配慮の内容（基本的な環境配慮事項） 

 

１ 周辺との調和 

環境配慮項目及び環境配慮事項 
選定の 

有無 

環境配慮の内容 

(選定しない場合はその理由) 

１－１ 周辺土地利用との調和 

 

脱炭素社会の実現に向けたまちづくり

など、地域の環境計画の方針・目標等

との整合を図ること。 
○ 

事業計画地が位置する地域のまちづくり

方針に基づき、土地利用や景観などに配慮

した太陽光発電の設置や水素エネルギーの

活用等を検討するとともに、エネルギーの

多重化による地域の災害への対応力の強化

を図る。また、電気自動車(ＥＶ)の導入や

ＥＶ用充電施設を設置する。 

事業の規模・形状及び施設の配置・構

造等の検討にあたっては、周辺地域の

環境や土地利用との調和を図り、良好

な環境の創出に努めるとともに、環境

への影響を回避又は低減するよう努め

ること。 
○ 

高層棟をできるだけ南側に配置し、周辺

への日影の影響をできるだけ軽減する計画

とする。 

駐車場台数を必要最小限とするなど、周

辺交通量の増加を誘引しない計画を検討す

る。 

駐車場出入口箇所を必要最小限とするな

ど、歩行者の安全性確保のための対策を検

討する。 

１－２ 改変区域の位置・規模・形状の適正化 

 

土地の改変や樹林の伐採等を行う場合

には、その改変区域の位置・規模・形

状の選定にあたって環境への影響の回

避又は低減に努めること。 

○ 

建物配置の工夫により、現存する広葉樹

の一部を現位置で保全し、緑地帯として整

備する計画とする。 

事業計画地内での土工量バランスに配

慮するよう努めること。 

○ 

掘削土量低減のため、既設の地下躯体を

極力残し、必要最小限の掘削とする。ま

た、掘削土を植栽マウンドに活用するなど

の場内利用を推進し、搬出土量の抑制に努

める。 

 

２ 循環 

２－１ 資源循環 

 

食品ロスや使い捨てプラスチックの削減

など、廃棄物の発生抑制・資源のリユー

スの徹底を図るとともに、再生不可能な

資源から再生可能資源への置き換え及び

リサイクルに努めること。 
○ 

共通の通い箱を活用し、梱包材の発生抑

制に取り組み、梱包材を使用する場合は再

生可能な材質のもの選定するように努め

る。また、給水スポットの設置などプラス

チック類を含むごみの削減に努める。 

入居テナントの飲食店に対して小盛メニ

ューの設定を奨励するなど食品ロス削減の

取組を推進するとともに、施設から発生す

る生ごみからのエネルギー回収などを検討

し、食品廃棄物の削減を図る。 

方法書（記載例） 別添１ 
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生産・流通過程においてエネルギー消費

や環境負荷ができるだけ少なくなるよう

配慮された資材を使用することや、再生

利用等が容易にできるよう適切な資材や

工法を選定するなど、工事の実施や将来

の解体に至るまでのライフサイクル全体

での資源循環の取組に努めること。ま

た、残土の発生抑制及び有効利用に努め

ること。 

○ 

長期使用が可能な資材や再利用や再資源

化に配慮した建設資材を選定するととも

に、解体時に発生した廃棄物は種類ごとに

場内で分別するなど、廃棄物の発生抑制、

再利用、再資源化等について適切な措置を

講じる。 

また、土留・杭工事における汚泥発生量

を低減する工法の採用等により、廃棄物の

発生抑制を図るとともに、適正処理による

再生活用を図る。 

掘削土の敷地内利用に努めるとともに、

残土として搬出する際は、工事間流用の仕

組みを積極的に活用し、他の工事現場の埋

め戻し土として有効利用を図る。 

２－２ 水循環 

 

雨水の有効利用、水の回収・再利用を図

るなど、水の効率的利用に努めること。 
○ 

水の効率的利用を図るため、敷地内の雨

水や厨房排水の一部を再利用する。 

雨水の地下浸透システムの導入、保水機

能に配慮した土地利用を図るなど、雨水

の貯留浸透・地下水涵養能力の保全・回

復に努めること。 

○ 

浸透性の雨水排水管の採用や、浸透機能

を持たせた植栽帯の整備等により、雨水の

地下浸透を促進する。 

 

３ 生活環境 

３－１ 大気質、水質・底質、地下水、騒音、振動、低周波音、悪臭 

 

自動車交通による環境影響を低減するた

め、供用時における道路、鉄道等の交通

網を考慮して、適切な交通アクセスを確

保するよう努めること。 

○ 

公共交通機関の利用者の利便性に配慮す

るため、最寄りの地下駅に直接通じる地下

連絡通路の整備を検討する。 

公共交通機関の利用促進、物流の効率化

などにより、施設供用時に発生する自動

車交通量の抑制に努めること。 ○ 

開業後はホームページやチラシを通じ

て、来客者に公共交通機関の利用を呼びか

け、来客車両の抑制に努める。また、商品

の共同仕入れにより、搬入車の台数削減に

努める。 

地域のニーズに応じた自転車駐輪対策や

自転車通行環境の整備等、自転車の活用

推進に努めること。 
○ 

必要な駐輪台数の駐輪場を整備し、適切

に案内・誘導を行うとともに、関係機関と

連携し、開発区域内に自転車道を設けるこ

とにより、自転車の利用促進を図る。 

施設で使用管理する車両については、電

気自動車(ＥＶ)、燃料電池自動車(ＦＣ

Ｖ)など次世代自動車の導入に努めると

ともに、ＥＶ用充電施設の設置など、地

域のニーズに応じたモビリティの活用推

進に努めること。 

○ 

施設で使用管理する車両については、電

気自動車(ＥＶ)などの次世代自動車の導入

を図る。 

また、駐車場にＥＶ用充電施設を設置

し、一般開放にも努める。 

さらに、グリーンスローモビリティな

ど、新たな移動手段に配慮した移動空間の

整備についても検討する。 
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施設の規模、配置及び構造の検討にあた

っては、大気汚染、水質汚濁、騒音、振

動、悪臭、有害化学物質等による環境影

響の回避又は低減に努めること。 ○ 

空調熱源については河川水を利用した高

効率な地域熱供給施設を導入し、大気汚染

物質の排出を抑制する。 

厨房排気については脱臭装置を設置す
る。 

屋外に設置する空調設備等については低

騒音型機器を採用する。 

工事計画の策定にあたっては、周辺環境

への影響の少ない工法の採用、低公害型

機械の使用、散水の実施等により、大気

汚染、騒音、振動、粉じん、濁水等によ

る環境影響の回避又は低減に努めるこ

と。 

○ 

低公害型機械・工法を採用し、環境影響

の回避・低減を図る。 

建築資機材等の運搬にあたっては、車両

走行ルートの適切な選定、通行時間帯の配

慮、輸送効率の向上、運転者への適正走行

の周知徹底、工事関係車両の運行管理など

を行う計画とする。 

低ＶＯＣ塗料等を使用し、有害化学物質

による環境影響の回避・低減に努める。 

３－２ 地盤沈下 

 

地下水位の低下や地盤の変形が生じない

よう配慮するなど、地盤沈下の防止に努

めること。 
○ 

山留壁の変形や欠損に伴う漏水を防止す

るため、高剛性高遮水性の山留壁を難透水

層まで貫入させ、地下水を遮水する工法を

採用する。 

３－３ 土壌 

 

土壌汚染の発生及び拡散防止に努めるこ

と。 
○ 

土地の履歴調査の結果、有害物質の使用

履歴が確認されたことから、関係法令に基

づいた調査を実施し、適切に対応する。な

お、調査結果は環境影響評価準備書に記載

する。 

３－４ 日照阻害、電波障害 

 

建物・構造物の配置・形状の検討にあた

っては、日照阻害、電波障害に関する周

辺環境への影響の回避又は低減に努める

こと。 

○ 

建築物高層部をセットバックすること

で、日照阻害・電波障害の抑制に努める。 

３－５ 都市景観 

 

建物・構造物の配置･デザイン･色彩等に

ついては、周辺景観との調和や地域性に

配慮した工夫を施すとともに、必要に応

じて植栽等で修景することにより、眺望

景観・夜間景観を含めた地域の特性に応

じた良好な都市景観の形成に努めるこ

と。 

○ 

建築物高層部をセットバックし、分節化

することで周辺への圧迫感を低減する。 

建物の周囲に季節感を感じられる植栽を

施し、快適な歩行者空間の創出に努める。 

また、「大阪市景観読本」に記載の主要な

視点場からの眺めに配慮し、大規模建物を

中心としたシルエットの形成やライトアッ

プにより、魅力的な眺望景観及び夜間景観

の形成に取り組む。 

３－６ ヒートアイランド 

 

人工排熱の低減、放熱の抑制、緑化の推

進、水の活用や、クールスポットの創出

など施設供用時における効果的な暑熱対

策に努めること。 

○ 

空調設備等に高効率機器を採用すること

により、人工排熱の削減に努める。 

高反射塗料の利用や保水性舗装の整備に

より、放熱の抑制に努める。 

屋上緑化や壁面緑化などの緑化の推進に

努めるとともに、地上部では樹冠の大きい

樹種を適所に配置し、緑陰によるクールス

ポットの創出に努める。 

また、路面散水や水面の設置など水の活

用に努める。 
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一体的なオープンスペースを確保するな

ど海風の誘導に配慮すること。また、市

街地での適度な通風の確保のために、細

やかな風通しへの配慮に努めること。 

○ 

建物の外壁面を現状よりも後退させるこ

とによりオープンスペースを確保し、緑化

に努める。木陰の創出など風通しを体感で

きる街路樹の整備に努める。 

３－７ 風害 

 

事業計画地周辺の風環境特性を把握し、

風害の発生を抑制する建物配置等に努め

ること。 ○ 

建物の配置及び形状を工夫することによ

り、風害の発生を抑制する。そのうえで、

さらなる対策が必要な箇所には、防風植栽

（高木常緑樹）を配置して、風環境の緩和

を図る。 

３－８ 交通安全 

 

事業から発生する自動車交通に起因する

交通渋滞の防止を図るとともに、高齢者

や障がいのある人を含めた歩行者の安全

を確保し、利便性・快適性の向上に努め

ること。 
○ 

駅と計画地の地下をバリアフリー動線に

よって結ぶことで車いす利用者等を含む歩

行者の安全で快適な移動経路を確保する。 

また、駐車場・駐輪場の出入口を必要最

小限とし、周辺での交通誘導員による適切

な案内・誘導を実施すること等の対策によ

り、歩行者等の安全を確保し、利便性・快

適性の向上に努める。 

 

４ 自然環境 

４－１ 地象、水象 

 

土地の改変にあたっては、事業計画地及

びその周辺における地形、地質、土質、

河川の水量・水位、海域の潮流・波浪へ

の影響の回避又は低減に努めること。 

○ 

地形、地質及び土地の安定性に影響を与

えることのないよう、必要最小限の掘削と

する。 

地下構造物の建設や地下水採取にあたっ

ては、地下水脈への影響の回避又は低減

に努めること。 ○ 

既存建物の基礎躯体をできる限り残し、

地下工事の範囲低減に努める。 

遮水性の高い山留壁を難透水層まで打設

し、地下水脈に影響を与えるような大規模

な地下水の汲上げを行わない計画とする。 

４－２ 動物、植物、生態系 

 

土地利用や施設の検討にあたっては、生

物多様性の保全に配慮し、事業計画地及

びその周辺地域における生態系ネットワ

ークの維持・形成に寄与する自然環境を

保全・創出するとともに、普及啓発活動

にも努めること。 

○ 

周辺の貴重な自然環境の特性を踏まえ、

生物の生息・生育に適した樹種による緑地

やビオトープの整備を行うことにより、生

態系ネットワークの形成を図る。 

また、生物観察会の開催等地元地域と連

携して自然に親しめる場としての活用に努

める。 

４－３ 自然景観 

 

人工物の位置、規模、形状等について

は、周辺景観との調和に配慮し、良好な

自然景観の保全に努めること。 
○ 

建物の高さや外壁の色調・材質などに配

慮し、周辺との調和を図る。 

また積極的に計画地内の緑化を行い、潤

いのある景観の形成に努める。 

 

 

 

 

 



 

 
129 

４－４ 自然とのふれあい活動の場 

 

緑地空間、親水空間等を保全するなど、

自然とのふれあい活動への影響の回避又

は低減に努めること。また、事業計画地

内においては、人々が自然とふれあうこ

とのできる緑地空間、親水空間等の創出

に努め、自然を体験・学習できる場とし

ての活用に努めること。 

○ 

現況では周辺に緑地は存在しないが、計

画地内の緑化を行い、高木を配置し木陰を

創出するなど、自然を感じることができる

空間の形成に努める。 

また、屋上緑化の一部を市民農園として

整備し、市民が農業体験等を通じて自然体

験・学習できる場としての活用を図る。 

 

５ 歴史的・文化的環境 

５－１ 歴史的・文化的景観 

 

建物・構造物の配置・デザイン・色彩等

については、周辺の伝統的景観との調和

に配慮し、必要に応じて植栽等で修景す

ることにより、歴史的・文化的景観の保

全に努めること。 

○ 

地域の歴史的・文化的景観との調和に配

慮した材質の採用や色使いとする。 

５－２ 文化財 

 
土地の改変や建物・構造物の設置にあた

っては、文化財の保全に努めること。 
○ 

工事に先立ち、大阪市教育委員会と協議

し、適切に対処する。 

 

６ 地球環境 

６－１ 温室効果ガス、オゾン層破壊物質 

 

省エネルギー型機器、余熱利用、地域冷
暖房の採用などエネルギーの効率的な利
用に努めること。また、地中熱・下水熱
の利用、太陽光発電の設置など再生可能
エネルギーの導入に努めること。さら
に、水素などの新たなエネルギーの活用
や再生可能エネルギー電気の調達など温
室効果ガスの排出削減に努めること。そ
の他オゾン層破壊物質の排出抑制に努め
ること。 

○ 

省エネルギー機器や高効率機器を採用
し、設備システムの高効率化を図る。 
また、太陽光発電設備や海水・河川水

熱、帯水層蓄熱技術を利用した熱供給施設
を導入する等自然エネルギーを利用した建
築設備の導入に努める。 
さらに施設全体の低炭素化に向け、燃料

電池など水素を利用したエネルギーシステ
ムを導入するとともに、再生可能エネルギ
ー電気の調達に取り組む。 

自然光・自然通風の活用や断熱性・日射
遮蔽性の高い部材の採用等による熱負荷
の抑制などエネルギー需要の低減に努め
ること。また、新築される建築物につい
ては、ＺＥＢ（ネット・ゼロ・エネルギ
ー・ビル）化などエネルギー消費性能の
向上に努めること。 

○ 

建築物の形状や配置を工夫するなど自然
光を活用するよう設計するとともに、庇、
外ルーバーの採用、断熱性の高いＬｏｗ－
Ｅ複層窓ガラスや外壁の採用等により、熱
負荷の抑制に努め、エネルギーに係る上記
取組とあわせて、高層オフィス棟でのＺＥ
Ｂ Ｒｅａｄｙ(ゼロ・エネルギー・ビル・
レディ)の認証取得をめざす。 

建築物への国産木材の利用を図ること。 
○ 

構造材の一部や内装材等について、国産
木材を利用する。 

最新のデジタル技術を用いたエネルギー
管理システムの構築や行動科学の知見の
活用等により、地域やビルで消費される
エネルギーの合理的・効率的な利用に努
めること。 

○ 

ビルエネルギー管理システム（ＢＥＭ
Ｓ）を導入し、エネルギー使用量や運転状
況を一元的に管理し、ＡＩ等のデジタル技
術を活用した分析を行うなど、室内環境と
エネルギー性能の最適化を図るとともに、
エネルギー使用量等の「見える化」により
入居テナントや来訪者の省エネ意識の向上
に寄与する。 
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工事段階においては、低燃費型の車両・
建設機械の導入や輸送の効率化等、効率
的なエネルギーの使用などにより温室効
果ガスの排出削減に努めること。 

○ 

燃費基準達成建設機械認定制度による認
定を受けた建設機械を積極的に採用し、工
事中の温室効果ガスの削減に努める。ま
た、事業計画地内への資材の搬入が効率的
に行われるよう工事計画を作成する。 

資源・エネルギーの効率的利用や廃棄物
の削減、原材料調達から生産・流通・消
費までの全体の脱炭素化に係る取組の検
討に努めること。 ○ 

資材の調達にあたっては、製造過程にお
ける温室効果ガスの排出量が少ないもの
や、撤去時に廃棄物の発生が少ないものを
選定するように努める。また、使用する電
力は二酸化炭素排出原単位を考慮して選定
する。 

６－２ 気候変動適応策 

 

コージェネレーションシステムや再生可
能エネルギー、蓄電池など、災害に強い
自立・分散型エネルギーシステムの導入
に努めること。 

○ 

ガスコージェネレーションシステムを核
とした各建物間でのエネルギー融通による
エネルギーの面的利用を行うとともに、太
陽光発電と燃料電池、蓄電池の活用によ
り、災害時に必要な電源確保を行う。 

関係機関と連携して避難場所等の提供や
地下空間における浸水対策等風水害対策
に取り組むこと。また、暑さ対策を実施
すること等により熱中症対策に取り組む
こと。 

○ 

ハザードマップの情報を基に「避難確保
計画」を作成するとともに、平時において
風水害発生時の避難訓練を行い、施設利用
者等の水害時（河川氾濫・高潮・内水氾
濫）の円滑かつ迅速な避難の確保や台風に
よる風倒木防止を図る。 
また、地下との接続部に止水板を設けて

地下空間における浸水対策を行うととも
に、事業活動に最低限必要となる熱源・電
気設備が浸水による影響を受けないよう設
置場所に配慮する。 
オープンスペースに遮熱性の日除けと微

細ミストを設置するとともに、熱中症警戒
アラートの発表状況を施設利用者に周知す
ることで、熱中症対策に取り組む。また、
施設の一部にクーリングシェルター（指定
暑熱避難施設）として使用できるスペース
を設けるものとする。 

 

７ 次世代への貢献 

７ 環境イノベーション 

 

新たなエネルギー・脱炭素技術など最先

端の環境技術・システムの導入に努める

とともに、社会実装の促進を含む環境イ

ノベーションの創出の取組との連携に努

めること。 

○ 

発電・蓄電・熱源設備等の散在するエネ

ルギー源を遠隔で⼀括制御し、電力需給の

調整を行うＶＰＰ（バーチャルパワープラ

ント）の実証事業に参画する。 

 

 

 



 

 
131 

 
 
 

環境影響評価項目と環境影響要因の関係 

環境影響評価項目 環境影響要因 

選定する理由・選定しない理由 

  

細項目 

施
設
の
存
在 

施
設
の
利
用 

建
設
工
事 

高
層
建
築
物
の
存
在 

施
設
関
連
車
両
の
走
行 

施
設
の
供
用 

建
設
機
械
の
稼
働 

工
事
関
連
車
両
の
走
行 

土
地
の
改
変 

 大気質 

二酸化窒素  ○ ○ ○ ○  
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両･施設関連車両の走行、並びに熱源

施設からの排気による影響が考えられるため。 

二酸化硫黄       
熱源施設では都市ガスを、建設機械等については硫黄分の少ない軽油を燃料とし

て用いることとしており、二酸化硫黄の排出が非常に少ないと考えられるため。 

浮遊粒子状 

物質 
 ○ ○ ○ ○  

工事中の建設機械の稼働及び工事用車両･施設関連車両の走行、並びに熱源

施設からの排気による影響が考えられるため。 

 水質・底質       公共用水域へ排水を放流する施設･行為はないため。 

 地下水      ○ 
土地の履歴調査の結果、汚染された地下水の存在が考えられる場合は選定する。 

上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 土壌       ○ 
土地の履歴調査の結果、汚染された土壌の存在が考えられる場合は選定する。 

上記以外にも、建設工事及び施設の利用により影響が考えられる場合は選定する。 

 騒音 
Ｌeq等  ○ ○  ○  工事中の建設機械の稼働、施設の供用及び工事用車両･施設関連車両の走行

による影響が考えられるため。 Ｌ5等    ○   

 振動 Ｌ10  ○  ○ ○   
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両･施設関連車両の走行による影響が

考えられるため。 

低周波音 
G特性音圧 
レベル等   ○       施設の供用に伴う影響が考えられるため。 

 地盤沈下         
工事中に被圧帯水層の地下水を揚水する行為や供用後に地下水を利用する施

設･行為はないため。 

 悪臭          悪臭を発生させる施設･行為はないため。 

 日照阻害 ○         高層建築物の存在による影響が考えられるため。 

 電波障害 ○         高層建築物の存在による影響が考えられるため。 

廃棄物 

・残土 

廃棄物     ○     ○ 工事に伴う廃棄物･残土等及び施設の供用に伴う廃棄物の発生が考えられる

ため。 残土           ○ 

 地球環境     ○ ○  ○    
工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行、並びに施設の供用により温

室効果ガスが排出されるため。 

 気象（風害を含む） ○           高層建築物の存在によるビル風の影響が考えられるため。 

 地象             
事業計画地周辺において地形･地質の状況に著しい変化はないと考えられる

ため。 

 水象            河川の改変はなく、排水は公共用水域へ放流しないため。 

 動物            事業計画地は都心の市街地であり、動物の生息・生育場所を改変しないため。 

 植物            事業計画地は都心の市街地であり、植物の生育場所を改変しないため。 

 生態系            
事業計画地は都心の市街地であり、動物･植物の生息･生育場所を改変しない

ため。 

 景観 ○           高層建築物の存在により、眺望や景観上の特性が変化すると考えられるため。 

 自然との 

 ふれあい活動の場 
            事業の実施に伴う周辺のレクリエーション施設等の消滅･改変はないため。 

 文化財            
事業計画地及びその周辺に指定・登録文化財又は埋蔵文化財包蔵地はないた

め。 

別添２ 
方法書（記載例） 
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〔参考－８〕環境影響評価図書等の提出様式 

環境影響評価図書等の提出様式は、次の例を参考とすること。 

  

環境影響評価方法書提出書 

 

                                                        年  月  日  

 大阪市長     様 

                           届出者 住所 

                                                     法人にあってはその 

                                                     主たる事務所の所在地 

                                  氏名 

                                                     法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第７条第２項の規定により、次の対象事業について、別添の 

  とおり環境影響評価方法書を提出します。 

     

注 ※印の欄については、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業の名称  

提 出 者 の 

連 絡 先 

担 当 す る 

組織の名称 
 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  
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環境影響評価準備書提出書 

 

                                                        年  月  日  

 大阪市長     様 

                           届出者 住所 

                                                     法人にあってはその 

                                                     主たる事務所の所在地 

                                  氏名 

                                                     法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第13条第２項の規定により、次の対象事業について、別添の 

  とおり環境影響評価準備書を提出します。 

     

注 ※印の欄については、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業の名称  

提 出 者 の 

連 絡 先 

担 当 す る 

組織の名称 
 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  
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説明会開催結果報告書 

 

                                                        年  月  日  

 大阪市長     様 

                           届出者 住所 

                                                     法人にあってはその 

                                                     主たる事務所の所在地 

                                  氏名 

                                                     法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第16条第３項の規定により、次のとおり説明会の開催結果を 

  報告します。 

    

注１ 説明会参加者の陳述要旨欄に書き込めない事項は、別紙に記載し、添付してください。 

注２ ※印の欄については、記入しないでください。

対象事業の名称  

説明会の 

 

 

 

開催状況 

開催 

日   年  月  日（ ） 年  月  日（ ） 

時間   時  分～  時  分   時  分～  時  分 

会場 

名称   

所在地   

出席者数  

説明会参加者の陳述要旨  

提 出 者 の 

連 絡 先 

担 当 す る 

組織の名称 
 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  
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環境影響評価書提出書 

 

                                                      年  月  日  

 大阪市長     様 

                         届出者 住所 

                                                   法人にあってはその 

                                                   主たる事務所の所在地 

                                氏名 

                                                   法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第21条第２項の規定により、次の対象事業について、別添の 

  とおり環境影響評価書を提出します。 

     

注 ※印の欄については、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業の名称  

提 出 者 の 

連 絡 先 

担 当 す る 

組織の名称 
 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  
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事後調査計画書提出書 

 

                                                      年  月  日  

 大阪市長     様 

                         届出者 住所 

                                                   法人にあってはその 

                                                   主たる事務所の所在地 

                                氏名 

                                                   法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第25条第２項の規定により、次の対象事業について、別添の 

  とおり事後調査計画書を提出します。 

     

注 ※印の欄については、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業の名称  

提 出 者 の 

 

 

連 絡 先 

担 当 す る 

 

組織の名称 

 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  
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事後調査報告書提出書 

 

                                                      年  月  日  

 大阪市長     様 

                         届出者 住所 

                                                   法人にあってはその 

                                                   主たる事務所の所在地 

                                氏名 

                                                   法人にあってはその 

名称及び代表者の氏名 

 

   大阪市環境影響評価条例第28条第３項の規定により、次の対象事業について、別添の 

  とおり事後調査報告書を提出します。 

     

注 ※印の欄については、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

対象事業の名称  

提 出 者 の 

連 絡 先 

担 当 す る 

組織の名称 
 

担 当 者 の 

氏 名 
 

電 話 番 号  

※ 整 理 番 号  

※ 受 理 年 月 日  

 

 

 


